
研究活動上の不正行為、公的研究費の不正使用に
対する調査委員会フロー図（不服申立後）
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④再調査

⑤の報告
(50日以
内) ※統括管理責任者は、調査結

果等について、適宜、配分機
関、文部科学省、告発者や被
告発者の所属機関、等に報告
する。


